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１．はじめに 

 近年、鋼製橋脚隅角部における疲労損傷が報告されるようになり、近畿地方整備局において

は平成 14 年度に「鋼製橋脚隅角部の疲労損傷緊急点検」により、亀裂損傷が発生した橋脚が確

認された。そのうち、兵庫国道事務所管内では、浜手バイパス高架橋において 23 橋脚の隅角部

で亀裂損傷が確認された。 

 上記結果を受けて、近畿地方整備局では、「平成１４年度 鋼製橋脚隅角部疲労損傷点検結果

検討委員会」を立ち上げ、緊急点検結果を基に専門家による疲労損傷の判定、二次点検の実施

方法、点検結果の評価・分析、及び補修・補強方法について、提言・助言等を受け対策を進め

てきたところである。 

 本報告は、緊急点検時点で 50mm の亀裂が確認された浜手バイパス高架橋 P52 橋脚隅角部にお

ける補強対策方法を報告するものである。 

２．浜手バイパス高架橋 P52 橋脚について 

 浜手バイパスは、国道２号のバイパスとして昭和５４年に共用を開始し、全長３.０km、交通

量６万台が通過する道路である。同バイパスの７２基ある橋脚のうち３７基が鋼製橋脚であり、

そのほとんどがダブルデッキのラーメン橋脚となっている。 

今回調査対象となった P52 橋脚は、図－１に示すように、３径間連続の中間支点部にあたり、

図－２に示すような変形ラーメン橋脚である。上層は２m 角の単柱となっており、下層は直径

2.4m の円柱と、RC 橋脚に下層の梁が鋼製可動支承によって連結されている構造となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．亀裂損傷について 

 図－３に亀裂発生箇所の写真を示す。この部位は、上層柱の基部と、下層梁との交差部にお

ける隅角部である。隅角部には半径約 10cm 程度のフィレットが設置されており、フィレットの

梁側の始端に、図－４に示すような約 50mm の亀裂が確認された。この時点では母材部の亀裂と

考えられ、詳細調査が行われた。図－５に調査・検討フローを示す。 

図－１ 浜手バイパス高架橋一般図 

（Ｐ５１～Ｐ５４） 

図－２ 浜手バイパス高架橋 

Ｐ５２橋脚一般図 
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４．詳細調査結果 

 図－６に亀裂発生隅角部について行ったマクロ調査の結果を示す。フィレットの周りに溶着

金属が確認され、図－７に示すようなバナナ形状のフィレットを、フランジの切欠いた部分に

はめ込むような構造になっており、板組はＦＦの特殊型であることが解った。亀裂はこの溶着

金属部に発生しており、亀裂先端について切削調査を行ったところ、フィレットのバナナ形状

に沿って発生していることが確認された。このことから、亀裂はフィレットの内部未溶着部分

を基点に発生しているのではないかと推察される。 

 また、残りの３隅角部についても同様の形状になっていることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 亀裂発生状況 

 

図－３ 亀裂発生箇所 

図－６ 隅角部マクロ調査結果 図－７ 隅角部模型 

 

図－５ 調査・検討フロー 

ゲージ位置

緊急点検

詳細調査①

補強検討

・50mmの亀裂を確認。

・マクロ調査

　→隅角部板組の確認。
・応力頻度測定

　→活荷重応力状況の確認。

詳細調査②

・マクロ調査

　→他隅角部におけるフィレット形状の確認。

・磁粉探傷試験、超音波探傷試験
　→隅角部以外に亀裂が無いことを確認。

・動ひずみ測定
　→上層柱の面内方向への挙動の確認。

補強工事

・補強方法の提案

・FEM解析

　→補強効果の確認。

補強効果の検証
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 詳細調査における応力頻度測定の結果、亀裂近傍（図－６のゲージ位置）で最大応力振幅約

95Mpa を記録している。 

 これら詳細調査の結果、発生亀裂が母材に急激に進展することを阻止するためバナナ形状の

フィレットを除去する必要があり、また、亀裂発生部位の活荷重による応力範囲を小さくし、

その部材の疲労寿命を延伸させることが重要であると考えられる。 
５．隅角部の補強方法の検討 

以上の処置を実施するために隅角部補強方法の検討を行った。補強案として「方杖単独」、「あ

て板」、「方杖、あて板併用」の３案を考えた。「方杖単独」補強（案）は亀裂の発生した隅角部

にトラス支材を設置するものである。「あて板」補強（案）は隅角部に既設腹板と同厚の三角形

状のあて板を４枚設置するものである。「方杖、あて板併用」補強（案）はそれらの併用で、方

杖とあて板はボルトにて接合する。補強の目的、構造の詳細等については表－１の補強方法比

較表に示す。 
本高架橋 P52 橋脚は、上層に逆Ｌ型の橋脚を持つ変形ラーメン橋脚であるため、応力性状が

複雑となることからＦＥＭ解析によって補強構造の検討を行った。フィレット撤去を前提とし

た補強のため「方杖単独」案は撤去後の安全性に問題があることから不適当と考え、ＦＥＭ解

析は実際には「あて板」、「方杖、あて板併用」の２案と現状モデルについて行った。 

 ＦＥＭモデルについては、図－８に示すように、補強部位となる上層柱基部と下層梁につい

てはシェル要素、その他の部材についてはビーム要素として解析モデルを構築した。隅角部近

傍のシェル要素の詳細（方杖、あて板併用案）を図－９に示す。このような解析モデルを用い

て補強モデル２案の現状モデル隅角部との応力低減効果を比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解析の結果、方杖・あて板併用補強の方が、あて板のみの補強よりも隅角部の応力の低減効

果が大きいことがわかった。また、本橋脚は、交差点内に架設されており、上下路、及び路下

と３層構造になっていることからも、より安全側の補強が必要と考えられ、方杖・あて板併用

補強（案）を採用する事とした。 

 

 
図－８ Ｐ５２解析モデル 

 

図－９ シェル要素詳細 
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